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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ａ）長寸管状部材（４）であって、
　　　近位端部（６）と、
　　　遠位開放端部（７）と、
　　　上記近位端部から流体出口まで長手方向に延在する少なくとも一本の流体チャネル
（２３）と、
　を備えた長寸管状部材（４）と、
　ｂ）上記管状部材（４）の上記近位端部（６）に接続された洗流ユニット（５）であっ
て、
　　　第１内視鏡器具（２）を受容するに適した近位開放端部（８）と、
　　　上記流体チャネル（２３）と連通された流体取入口（１６）と、
　　　流体吐出口（１７）と、
　を備えた洗流ユニット（５）とを備え、
　上記管状部材および上記洗流ユニットは協働して、上記第１内視鏡器具（２）の少なく
とも一部を外装するために上記洗流ユニット（５）の上記近位開放端部（８）から上記管
状部材（４）の上記遠位開放端部（７）まで延在する第１内部案内通路（１０）を画成し
、
　上記管状部材（４）と上記洗流ユニット（５）との間の接続は、該洗流ユニット（５）
に関する該管状部材（４）の軸回転を許容し、且つ、
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　上記管状部材（４）は更に、上記近位端部（６）の近傍の箇所（１２）から又は該近位
端部（６）から該管状部材（４）の上記遠位端部（７）まで実質的に長手方向に延在する
第２案内通路（１１）であって第２内視鏡器具（３）を受容かつ案内するに適した第２案
内通路（１１）を備えており、
　前記第２案内通路（１１）は前記管状部材（４）の前記近位端部（６）に近接して取入
口（１４）を備え、該取入口（１４）は上記管状部材の外側面に配置されている、
　内視鏡器具（２）に適したシース・デバイス（１）。
【請求項２】
　前記長寸管状部材（４）は側壁を含んでおり、該側壁は前記近位端部と前記遠位開放端
部との間に延びており、前記第２案内通路に対する前記入口は前記長寸管状部材（４）の
前記側壁を通って延びている、請求項１記載のデバイス。
【請求項３】
　前記取入口（１４）は前記器具（３）を前記通路内へと案内するために実質的に円錐形
状とされる、請求項１または２記載のデバイス。
【請求項４】
　前記管状部材（４）は使い捨て可能（すなわち一回限りの使用）である、請求項１乃至
３のいずれか一項に記載のデバイス。
【請求項５】
　前記洗流ユニット（５）は使い捨て可能である、請求項１乃至４のいずれか一項に記載
のデバイス。
【請求項６】
　前記管状部材（４）および前記洗流ユニット（５）は相互に固定接続される、請求項１
乃至５のいずれか一項に記載のデバイス。
【請求項７】
　前記管状部材（４）および前記洗流ユニット（５）は相互に着脱可能に接続される、請
求項１乃至５のいずれか一項に記載のデバイス。
【請求項８】
　前記流体出口（１３）は前記遠位端部（７）の近傍に配置される、請求項１乃至７のい
ずれか一項に記載のデバイス。
【請求項９】
　前記流体出口（１３）は前記遠位端部（７）内に配置される、請求項１乃至８のいずれ
か一項に記載のデバイス。
【請求項１０】
　前記流体吐出口（１７）は、前記管状部材（４）内を長手方向に延在する内部通路を介
して該管状部材（４）の前記開放遠位端部（７）と連通する、請求項１乃至９のいずれか
一項に記載のデバイス。
【請求項１１】
　前記内部通路は前記第１内部案内通路（１０）の一部である、請求項１０記載のデバイ
ス。
【請求項１２】
　前記案内通路（１０、１１）および前記流体チャネル（２３）は相互に対して実質的に
平行に延在する、請求項１から１１のいずれか一項に記載のデバイス。
【請求項１３】
　前記第１内部案内通路（１０）の中心線は前記管状部材（４）の中心線と一致する、請
求項１から１２のいずれか一項に記載のデバイス。
【請求項１４】
　前記第２内視鏡器具はニードル（３）から成る、請求項２乃至１３のいずれか一項に記
載のデバイス。
【請求項１５】
　前記第１内視鏡器具は光ファイバ・プローブから成る、請求項２乃至１４のいずれか一
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項に記載のデバイス。
【請求項１６】
　前記管状部材（４）は、４５°または９０°などの如く、前記洗流ユニット（５）に関
して０°～３６０°の角度範囲内で回転可能である、請求項１から１５のいずれか一項に
記載のデバイス。
【請求項１７】
　前記流体取入口（１６）は、前記流体チャネル（２３）を通して前記流体出口（１３）
から吐出すべく清浄水を圧流させるために水リザーバに接続される、請求項１から１６の
いずれか一項に記載のデバイス。
【請求項１８】
　前記流体吐出口（１７）は、内部器官から前記内部通路（１０）を介して廃水を排出す
るための水タンクに接続される、請求項１から１７のいずれか一項に記載のデバイス。
【請求項１９】
　前記管状部材（４）は、更なる内視鏡器具のために長手方向に延在する２本もしくは３
本の案内通路を備える、請求項１から１８のいずれか一項に記載のデバイス。
【請求項２０】
　前記管状部材（４）の前記遠位端部（７）の近傍の外径は、７～８ｍｍの如く、１０～
１５ｍｍの如く、５～２０ｍｍである、請求項１から１９のいずれか一項に記載のデバイ
ス。
【請求項２１】
　前記管状部材（４）の長手方向に直交する断面は実質的に楕円形状または実質的に円形
状である、請求項１から２０のいずれか一項に記載のデバイス。
【請求項２２】
　前記管状部材（４）の長さは、１５～３０ｃｍの如く、１０～３５ｃｍの如く、５～４
０ｃｍである、請求項１から２１のいずれか一項に記載のデバイス。
【請求項２３】
　前記流体チャネル（２３）および案内通路（１０、１１）の内のひとつ以上は、前記管
状部材の内側部に位置された着脱可能な壁体部材により提供される、請求項２乃至２２の
いずれか一項に記載のデバイス。
【請求項２４】
　前記管状部材（４）の前記遠位端部（７）は、前記第２内視鏡器具の遠位端部を案内す
るために内方に延在する円周方向膨出部を備える、請求項２乃至２３のいずれか一項に記
載のデバイス。
【請求項２５】
　前記第１内視鏡器具（２）は、膀胱鏡または胃鏡または尿管鏡または切除用内視鏡また
は関節鏡またはテレスコープまたは閉塞具から成る、請求項１から２４のいずれか一項に
記載のデバイス。
【請求項２６】
　前記第１内視鏡器具（２）は、たとえば内部組織もしくは器官などを視認するためのカ
メラ・レンズを備える、請求項１乃至２４のいずれか一項に記載のデバイス。
【請求項２７】
　前記レンズは使い捨て可能（一回限りの使用）である、請求項２６記載のデバイス。
【請求項２８】
　前記管状部材（４）の前記遠位端部（７）は前記レンズの遠位端部を越える、請求項２
６または２７に記載のデバイス。
【請求項２９】
　前記洗流ユニットは、洗流をオン・オフ切換え／投入するために前記取入口および／ま
たは吐出口の近傍に位置された栓を備える、請求項１から２８のいずれか一項に記載のデ
バイス。
【請求項３０】
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　人間などの哺乳動物の身体の検査に使用される、請求項１乃至２９のいずれか一項に記
載のデバイス。
【請求項３１】
　人間などの哺乳動物の身体の手術治療に使用される、請求項１乃至２９のいずれか一項
に記載のデバイス。
【請求項３２】
　Ｉ）請求項１乃至２９のいずれか一項に記載のデバイスと、ＩＩ）人体内への注入に適
した構成物質とを備えた、キット。
【請求項３３】
　前記構成物質は、シリコーン；ヒアルロン酸；ポリアクリルアミドヒドロゲル；ソーヤ
；変性アルギン酸塩などのアルギン酸塩；ゲランゴムなどの微生物性多糖類；カラゲナン
などの植物多糖類；ヒアルロン酸；ポリエチレンオキシド／ポリプロピレングリコールの
ブロック共重合体；フィブリン、コラーゲンおよびゼラチンなどの蛋白質；ポリエチレン
オキシドおよびポリアクリル酸の混合物；架橋キトサン；光化学的に架橋されたエチレン
性不飽和原子団；ＰＥＧ－オリゴラクチル－アクリレート、ポリエチレンミン、ポリリシ
ン、ポリ（ビニルアミン）およびポリ（アリルアミン）などのマクロマ；から成る群から
選択される、請求項３２記載のキット。
【請求項３４】
　前記構成物質はポリアクリルアミドおよびその誘導体である、請求項３２または３３記
載のキット。
【請求項３５】
　ポリアクリルアミドは架橋されたポリアクリルアミドである、請求項３４記載のキット
。
【請求項３６】
　前記架橋されたポリアクリルアミドはメチレン－ビス－アクリルアミドから調製される
、請求項３５記載のキット。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、カテーテルもしくは膀胱鏡などの内視鏡器具に適したシース・デバイス（ｓ
ｈｅａｔｈ　ｄｅｖｉｃｅ）であって、任意の光学デバイス上に取付けられたときに、医
師が上記内視鏡器具に適したシース・デバイスを容易に操作し乍ら開口部内を又は切開部
を介して検査もしくは処置を行うことを許容するというシース・デバイスに関する。上記
デバイスは、光学デバイスもしくは流体取入／吐出デバイスの固定位置を維持し乍ら、可
変的位置における目標器官もしくは組織に対する作用物質の投与を許容する。
【背景技術】
【０００２】
　医療実務においては、検査を目的とするか手術処置を目的とするかに関わらず、該実務
において使用されるデバイスによれば、医師は患者の器官および内腔に対して容易に干渉
し得ねばならない。取り扱いもしくは操作が面倒なデバイスは不首尾な手術処置および誤
診に帰着し、特に患者が麻酔をかけられていない場合には患者の相当な不快さに帰着し得
る。
【０００３】
　ＵＫ　２　２８４　１５８は、外側シースと、該外側シース内に配置されると共に該外
側シースに関して軸心移動可能なニードル手段とから成る注入カテーテルを開示している
。故に、複数回の注入を実施するときには、上記ニードル手段の縮動および上記外側シー
スの回転が必要とされる。更に、上記デバイスによれば医療処置の間に視覚化は許容され
ない。
【０００４】
　ＷＯ　９９／４７０６９は、尿失禁を治療するための注入可能物質の投与を案内する器
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具を開示している。該デバイスによると、医療処置の間において可変的位置での注入も視
覚化も許容されない。
【０００５】
　ＵＳ５，０２０，５１４は、経鼻的手術に対する内視鏡を開示している。該内視鏡は、
負圧の供給源と洗流流体の供給源とを接続／接続解除するための切換えバルブを取入れた
ハンドルを備えた外側シャフトを備えている。上記外側シャフト内に挿入される作業用イ
ンサートは、該作業用インサートの基部に接続されて光学システムを受容するシャフトと
、補助器具を受容するシャフトと、夫々がハンドルにより可動とされるワイヤおよびロッ
ドに対する２つの案内部材とを備えている。
【０００６】
　ＵＳ５，２８７，８４５は、光学機器および手術器具を非回転的に支持する主要本体と
、該主要本体に固着されると共に上記光学機器および手術器具を管状的に囲繞する外側管
とを有する経尿道的手術用の内視鏡を記述している。上記外側管は、残りの内視鏡部分に
対して回転的である。
【０００７】
　ＤＥ　４２　３７　８５０は、医療用途のためにポリアクリルアミドなどの流体／医薬
品担体を注入／適用するデバイスおよび方法を開示している。
【０００８】
　先行技術の状況を代表する更なるデバイスは、ＷＯ　９４／２８７８２、ＵＳ　４，８
７７，０３３、ＵＳ　５，３１３，９３４およびＵＳ　５，３２０，０９１に記述されて
いる。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　当業界においては、光学デバイスに対して取付けられたときには作動要素すなわち患者
と接触する要素の操作を許容する一方、手術室において典型的には固定ユニットに接続さ
れた他の要素は不動のままであることを許容するデバイスに対する要望が在る。これによ
り医師は、作動要素を容易に操作すると同時に、患者の体内に挿入された要素と患者との
間の相互作用を視覚的に認識し得ると共に他の動かしにくい付属物から解放され得る。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明の第１の見地は、
　ａ）長寸管状部材（４）であって、
　　　近位端部（６）と、
　　　遠位開放端部（７）と、
　　　上記近位端部から流体出口まで長手方向に延在する少なくとも一本の流体チャネル
（２３）と、
　を備えた長寸管状部材（４）と、
　ｂ）上記管状部材（４）の上記近位端部（６）に接続された洗流ユニット（５）であっ
て、
　　　第１内視鏡器具（２）を受容するに適した近位開放端部（８）と、
　　　上記流体チャネル（２３）と連通された流体取入口（１６）と、
　　　流体吐出口（１７）と、
　を備えた洗流ユニット（５）とを備え、
　上記管状部材および上記洗流ユニットは協働して、上記第１内視鏡器具（２）の少なく
とも一部を外装するために上記洗流ユニット（５）の上記近位開放端部（８）から上記管
状部材（４）の上記遠位開放端部（７）まで延在する第１内部案内通路（１０）を画成し
、且つ、
　上記管状部材（４）と上記洗流ユニット（５）との間の接続は、該洗流ユニット（５）
に関する該管状部材（４）の軸回転を許容する、
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　内視鏡器具（２）に適したシース・デバイス（１）に関する。
【００１１】
　本発明の更なる見地は、人間などの哺乳動物の身体の検査または手術治療に対する本発
明の上記デバイスの使用法に関する。本発明は同様に、上記デバイスを使用する段階を含
む、哺乳動物の身体の内部器官を治療または検査する方法に関する。
【００１２】
　本発明の更なる見地は、本発明の上記デバイスを使用する段階を含む、人体内に構成物
質を注入する方法に関する。本発明は更に、上記デバイスと、人体内に注入するに適した
構成物質であってポリアクリルアミドから成るポリマ性ヒドロゲルなどの構成物質とを備
えたキットに関する。
【００１３】
　本発明の更なる見地は、人間などの哺乳動物の身体の検査または手術治療に使用される
デバイスに関する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　本発明の目的は、非作動要素を不動に維持し乍ら、手術および／または診断の間におい
て医師が作動要素を操作することを許容する内視鏡器具に適したシース・デバイスを提供
するに在る。
【００１５】
　更に、本発明の目的は、必要な殺菌が最小限であると共に使い捨て可能である内視鏡器
具に適したシース・デバイスを提供するに在る。
【００１６】
　本発明に依れば、上記目的は、
　ａ）長寸管状部材であって、
　　　近位端部と、
　　　遠位開放端部と、
　　　上記近位端部から流体出口まで長手方向に延在する少なくとも一本の流体チャネル
と、
　を備えた長寸管状部材と、
　ｂ）上記管状部材の上記近位端部に接続された洗流ユニットであって、
　　　第１内視鏡器具を受容するに適した近位開放端部と、
　　　上記流体チャネルと連通された流体取入口と、
　　　流体吐出口と、
　を備えた洗流ユニットとを備え、
　上記管状部材および上記洗流ユニットは協働して、上記第１内視鏡器具の少なくとも一
部を外装するために上記洗流ユニットの上記近位開放端部から上記管状部材の上記遠位開
放端部まで延在する第１内部案内通路を画成し、且つ、
　上記管状部材と上記洗流ユニットとの間の接続は、該洗流ユニットに関する該管状部材
の軸回転を許容する、
　内視鏡器具に適したシース・デバイスにより達成される。
【００１７】
　”内部器官（ｉｎｔｅｒｎａｌ　ｏｒｇａｎ）”という語句は、体腔の内側に配置され
た器官、組織または任意の細胞構造を意味することが意図される。
【００１８】
　”内視鏡器具（ｅｎｄｏｓｃｏｐｉｃ　ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔ）”という語句は、人体
の内腔の手術もしくは診断のための任意の種類の観察器械を意味することが意図される。
【００１９】
　好適実施例において上記長寸管状部材および上記洗流ユニットは各々、該２個の要素が
相互に接続されたときに上記第１内部通路を協働して画成する内部案内通路を備える。故
に上記第１内視鏡器具は、上記洗流ユニットの近位開放端部を介して受容されると共に上
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記案内通路内へと押圧挿入され得る。上記第１内視鏡器具は手術または診断の間において
内部組織または器官を視認するためのレンズとされ得ると共に、該器具はテレビ／画面に
接続され得るカメラに連結される。
【００２０】
　上記管状部材は、身体の内側に位置されるべき内視鏡器具の少なくとも一部を外装し、
該一部を外装し乍ら、上記管状部材の上記開放遠位端部はたとえば身体における内腔を通
して上記組織または器官へと導入される。
【００２１】
　上記管状部材の側壁は、たとえば尿道、膣または直腸などの内腔に導入されたときに患
者に対する痛覚を可及的に少なくするために、円滑な外側面を有し得る。好適には、上記
管状部材の長手方向に直交する断面は実質的に円形状とされ得るが、それは実質的に楕円
形状ともされ得る。上記管状部材全体、または、（遠位端部から測定された）該管状部材
の例えば５～１５ｃｍの部分であって身体に導入されるべき部分は、円形状または楕円形
状の外側断面を有し得る。
【００２２】
　上記管状部材の直径は、内視鏡検査法の種類に依存して３ｍｍから１５ｍｍまでの様に
異なり得る。失禁の治療に対し、尿道を介して導入されるべき部分の直径は好適には７～
８ｍｍである。
【００２３】
　同様に、上記管状部材の長さは内視鏡検査法の種類に依存して変化し得ることから、該
長さはたとえば、１５～２０ｃｍの如く、１０～２５ｃｍの如く、５～３０ｃｍとされ得
る。
【００２４】
　洗流ユニットは、好適には上記遠位端部の近傍または上記遠位端部内に配置された上記
流体出口を通して水（または他の流体）の洗流を提供すべく配置される。上記洗流は、た
とえば手術の間に身体から除去された組織もしくは骨組織部分を洗流するために、または
、失禁に対する手術の際に膀胱を洗流するために使用され得る。上記流体チャネルは好適
には上記内部案内通路と上記管状部材の側壁との間に載置されるが、それは上記管状部材
の上記内部案内通路の内側に別個に載置され得る。上記吐出口の直径は、上記取入口の直
径より大寸とされ得る。
【００２５】
　たとえば上記シース・デバイスが肛門失禁の治療に使用される場合、直腸内に水を圧流
させる必要はないことから、上記洗流ユニットは取り外され得る。故に、この場合に上記
シース・デバイスは上記内視鏡器具に対して直接的に回転的に接続され得る。
【００２６】
　上記流体出口は好適には上記遠位開放端部に位置されるが、代替的にそれは上記管状部
材の上記遠位開放端部の近傍にて上記側壁に配備された一個以上の孔から成り得ることか
ら、水は、上記管状部材の長手方向に関して所定角度にて該管状部材を出射する。
【００２７】
　上記管状部材および上記洗流ユニットは好適には相互に対して（依然として回転可能で
あり乍らも）固定されるが、それらは該２個の要素自体が分離され得る様に着脱可能に接
続され得る。
【００２８】
　本発明の好適実施例において、上記管状部材は更に、上記近位端部の近傍の箇所から又
は該近位端部から該管状部材の上記遠位端部まで実質的に長手方向に延在する第２案内通
路であって第２内視鏡器具を受容かつ案内するに適した第２案内通路を備えている。
【００２９】
　上記第２案内通路は上記管状部材内に位置されることから、それは、上記第１内視鏡器
具および洗流ユニットに関して上記第２内視鏡器具の回転を許容する。これは手術の間に
おける重要な利点である、と言うのも、内視鏡手術では、手術の間において身体の内側に
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位置される複数の器具の内の一個以上の器具の移動および回転が必要とされるが、これは
制御が複雑となり得るからである。上記第２案内通路は別個に回転され得ることから、医
師は上記第２器具をひとつの組織領域から別の組織領域へと移動するときに、上記洗流ユ
ニットおよび第１内視鏡器具は動かさずに、該第２器具と共に上記管状部材を動かすこと
のみが必要とされる。これにより、上記機器の取り扱いは更に容易となり、患者に対する
痛覚的操作は更に少なくなる。
【００３０】
　特に、上記第２案内通路は、失禁に対して患者を治療するときに有用である。すなわち
この治療は、膀胱頚部の近傍において尿道の異なる組織領域に充填剤を注入する段階を備
える。その場合に上記第１器具はレンズを備え得ると共に上記第２器具は組織に導入され
るべきニードルを備え得るものであり、尿道を通して膀胱内へと上記管状部材を導入する
ときに該ニードルは上記第２案内通路内へと案内される。上記ニードルは組織領域と注入
された充填剤との中へ導入され、且つ、もし医師が別の組織領域に充填剤を注入すること
を望むなら、医師は単に上記ニードルを組織から縮動し、レンズおよび洗流ユニットを移
動させずに上記管状部材を回転させ、上記ニードルを別の組織領域に導入する。故に医師
は、身体の内側にて（上記管状部材により）上記ニードルを移動する間、上記レンズを同
一配向に維持し得る。
【００３１】
　上記管状部材は、４５°または９０°などの如く、上記洗流ユニットに関して０°～３
６０°の角度範囲内で回転可能とされ得る。上記管状部材と上記洗流ユニットとの間の接
続は、上記管状部材と、上記洗流ユニット＋上記第１器具との間の軸角度回転（ａｘｉａ
ｌｌｙ　ａｎｇｕｌａｒ　ｒｏｔａｔｉｏｎ）を表す表示手段を備え得る。
【００３２】
　好適には、上記第２案内通路は上記管状部材の上記近位端部に近接して取入口を備え、
該取入口は上記管状部材の外側面に配置されている。上記取入口は、上記第２器具を上記
通路内へと更に良好に案内するために実質的に円錐形状とされ得る。上記取入口は、上記
器具により貫通されるべき貫通可能シールを備え得る。好適には上記取入口は、ゴム製の
円錐形状取入口から成り得る。
【００３３】
　上記管状部材の屈曲移動を改善することにより該部材の破壊を防止するために、該管状
部材は、その上記近位端部から、上記遠位端部まで該管状部材の少なくとも一部に沿い該
管状部材の外側面上に延在する複数の補強リブを備え得る。上記取入口および上記第２案
内通路は、上記複数の補強リブの内のひとつの補強リブ内に取入れられ得る。
【００３４】
　上記第２内視鏡器具は充填剤または他の医薬を注入するニードルなどのニードルを備え
得るものであり、該ニードルはその長さの相当の部分に亙り撓曲可能である。該ニードル
は、組織を融除および／または貫通するための切断刃を有する融除ニードルとされ得る。
【００３５】
　代替的に上記第２器具は、内部組織の手術のための光ファイバ・プローブから成り得る
。
【００３６】
　好適には上記シース・デバイスは、必要な殺菌時間を可及的に短くするという手術用機
器を提供するために、使い捨て可能（一回限りの使用）とされ得る。同様に上記洗流ユニ
ットもまた、特に上記管状部材および該ユニットが相互に固定接続されるなら、使い捨て
可能とされ得る。
【００３７】
　上記使い捨て可能なシース・デバイスの再使用を防止するために、該シース・デバイス
をたとえば圧熱滅菌器内における殺菌処理に委ねるときに破壊されるというゴム製シール
が、たとえば上記洗流ユニットと上記管状部材との間に配備され得る。
【００３８】
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　上記洗流ユニットは、除去された組織もしくは骨組織部分を洗い流すべく身体の内部器
官内へと水を圧流させるために配備される。上記流体取入口は、上記流体チャネルを通し
て清浄水を上記流体出口から器官内へと圧流させるために、可撓管を介して水リザーバに
接続され得る。上記吐出口もまた、上記内部通路を介して内部器官から汚水を排出するた
めに別の水リザーバに対して可撓管を介して接続され得る。
【００３９】
　上記流体吐出口は、上記管状部材内を長手方向に延在する内部通路を介して該管状部材
の上記開放遠位端部と連通され得る。好適には上記内部通路は上記管状部材の上記第１案
内内部案内通路により構成され、その直径は、その内部に導入された上記内視鏡器具の直
径よりも大きい。故に汚水は、上記内視鏡器具の外側面に沿い上記遠位開放端部へと流れ
、上記吐出口から流出し得る。代替的に上記吐出口は、上記管状部材内に配備された別体
の通路／流体チャネルを介して上記遠位開放端部と連通され得る。
【００４０】
　好適実施例において上記洗流ユニットは、内側管と、該内側管との間のスペースを以て
該内側管を囲繞する外側管とを備える。上記取入口は上記外側管と内側管との間に生成さ
れた上記スペースに接続されると共に、上記吐出口は上記内側管の内側のスペースに接続
される。上記洗流ユニットを上記管状部材と共に組立てるとき、上記内側管は上記第１案
内通路に接続され、且つ、上記外側管は上記単一もしくは複数の流体チャネルに接続され
る。故に、たとえば膀胱および／または尿道を洗流するとき、上記管状部材の上記遠位端
部を出射する流体は、上記第１内部案内通路に吸引力を提供することなく、該第１通路内
へと戻り排出される。これは、洗流および吸引が別個に作動開始されるという先行技術に
記述されたデバイスよりも相当に高速なプロセスである。
【００４１】
　但し、膀胱および／または尿道から流体が吸引される様に、上記第１案内通路内には吸
引力が提供され得る。
【００４２】
　上記洗流ユニットの上記第１内部案内通路は上記内側管の内側で同延に配置され得るこ
とから、この通路は、上記洗流ユニットを上記管状部材に対して接続するときに該管状部
材の上記内部案内通路に接続される。故に、上記第１内視鏡器具の少なくとも一部を外装
するために上記洗流ユニットの上記近位開放端部から上記管状部材の上記遠位開放端部ま
で長手方向に延在する上記第１内部案内通路が画成されるが、請求項１を参照されたい。
【００４３】
　上記洗流ユニットの上記近位開放端部は、上記第１内視鏡器具を上記内部案内通路内へ
と受容かつ案内するに適している。上記内視鏡器具に対する緊密な接続を実現するために
、上記洗流ユニットの上記近位開放端部内にはシール手段が配備され得る。
【００４４】
　上記第１および第２案内通路および上記流体チャネルは好適には、相互に対して実質的
に平行に延在する。上記管状部材をその長手方向に直交する断面で見たときにそれはハニ
カム状の断面を有し得るものであり、その場合に上記第１案内通路は中央（上記管状部材
の中心線上）に配備され且つ上記流体チャネル、第２案内通路または更なる案内通路は上
記第１案内通路と上記管状部材の側壁との間に提供される。
【００４５】
　上記シース・デバイスは製造が容易であることから、上記流体チャネルおよび各案内通
路は、上記管状部材の内側に位置される着脱可能な壁体部材であって該管状部材と同時に
は成形されずに後に該管状部材内に挿入されるという着脱可能な壁体部材により提供され
得る。上記着脱可能な壁体部材は上記管状部材の上記側壁と協働して、上記流体チャネル
および各通路を画成する。
【００４６】
　上記管状部材は、更なる内視鏡器具のために長手方向に延在する２本もしくは３本の案
内通路を備え得る。
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【００４７】
　上記管状部材の上記遠位端部は、上記第２内視鏡器具の、特に上述の可撓ニードルの遠
位端部を案内するために内方に延在する円周方向膨出部を備え得る。上記膨出部は失禁に
対する上記治療に関して有用である、と言うのも、上記ニードルの遠位端部はニードル先
端の更に良好な制御を提供するために屈曲され得るからである。上記膨出部は、上記ニー
ドルの遠位端部が上記管状部材の中心線に関して５～４５°の角度にて該管状部材から出
現し得る如く、上記ニードルの遠位端部を屈曲させ得る。
【００４８】
　内視鏡手術／診断の種類に依存して、上記シース・デバイスは異なる種類の内視鏡器具
に適合可能とされ得る。上記第１内部案内通路内へと導入されるべき器具は、膀胱鏡また
は胃鏡または尿管鏡または切除用内視鏡または関節鏡またはテレスコープ（ｔｅｌｅｓｃ
ｏｐｅ）または閉塞具から成り得る。
【００４９】
　上記第１内視鏡器具はまた、たとえば内部組織もしくは器官などを視認するためのカメ
ラ・レンズを備え得る。上記レンズはカメラに接続されることから、医師は身体の内側を
画面上で視認し得る。上記第２案内通路によれば医師は、上記通路がたとえば上記ニード
ルなどを案内するときに、上記内視鏡機器を見ずに画面を注視することのみが必要である
。
【００５０】
　上記レンズは使い捨て可能（一回限りの使用）とされ得る。この目的のために使用され
るレンズの形式は、軍用の”暗視ゴーグル”で使用される種類のレンズである。上記使い
捨て可能レンズは上記管状部材内に取入れられ得ることから、医師は、手術に必要な内視
鏡器具に対してシース・デバイスを接続すると共に上記レンズをカメラに対して接続する
ことのみが必要である。手術の後、上記レンズが取入れられた上記シース・デバイスは捨
てられ、殺菌処理は省略される。
【００５１】
　好適には上記管状部材の上記遠位端部は上記レンズの遠位端部を越えることから、上記
第２案内通路を介して器具を導入するときに医師は、該器具が組織もしくは器官内に導入
される前に、該器具の先端を画面上で視認し得る。
【００５２】
　失禁を治療するときに公知の方法および機器は視覚的探査を必要とするが、このことは
、医師が膀胱頚部において治療されるべき正しい箇所を知る前に尿の流出を視認する必要
があることを意味する。本発明に係る上記シース・デバイスはカメラ・レンズおよび注入
ニードルの両方の同時使用を許容することから視覚的探査は省略される、と言うのも、医
師は治療されるべき正しい箇所をテレビ／画面上で見出し得るからである。
【００５３】
　上記シース・デバイスは、適切なプラスチック材料または金属で作成され得る。
【００５４】
　概略的に重要な本発明の見地は、本発明の上記デバイスを使用する段階を含む、人体内
に構成物質を注入する方法に関する。
【００５５】
　本発明の非常に重要は見地は、Ｉ）本発明の上記デバイスと、ＩＩ）人体内への注入に
適した構成物質とを備えたキットに関する。上記構成物質は、シリコーン；ヒアルロン酸
；ポリアクリルアミドヒドロゲル；ソーヤ（ｓｏｙａ）；変性アルギン酸塩などのアルギ
ン酸塩；ゲランゴムなどの微生物性多糖類；カラゲナンなどの植物多糖類；ヒアルロン酸
；ポリエチレンオキシド／ポリプロピレングリコールのブロック共重合体；フィブリン、
コラーゲンおよびゼラチンなどの蛋白質；ポリエチレンオキシドおよびポリアクリル酸の
混合物；架橋キトサン；光化学的に架橋されたエチレン性不飽和原子団；ＰＥＧ－オリゴ
ラクチル－アクリレート、ポリエチレンミン、ポリリシン、ポリ（ビニルアミン）および
ポリ（アリルアミン）などのマクロマ；から成る群から選択される。好適実施例において
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、上記構成物質はポリアクリルアミドおよびその誘導体である。
【００５６】
　適切な構成物質は、Ｍｅｔａｃｒｉｌ、Ｄｅｒｍａｇｅｎ、Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ（登録
商標）、ＯｕｔＬｉｎｅ（登録商標）、Ｆｏｒｍａｃｒｙｌ（登録商標）、Ａｒｇｉｆｏ
ｒｍ（登録商標）、Ｂｉｏｆｏｒｍａｃｒｙｌ、ＤｅｒｍａＬｉｖｅ、ＤｅｒｍａＤｅｅ
ｐ（登録商標）、Ａｍａｚｉｎｇ　Ｇｅｌ、Ｂｉｏｐｌａｓｔｉｑｕｅ（登録商標）、Ａ
ｒｔｅｃｏｌｌ（登録商標）、Ａｒｔｅｐｌａｓｔ（登録商標）、Ｓｉｌｉｃｏｎｅ　Ｉ
ｎｊｅｃｔｉｏｎｓ、ＰｒｏｆｉｌｌまたはＰｒｏｆｉｌ、Ａｑｕａｍｉｄ（登録商標）
、Ｂｉｏ－Ａｌｃａｍｉｄ（商標）、（Ｂｉｏｆｏｒｍによる）Ｒａｄｉａｎｃｅ、また
は、その誘導体、または、本質的に同一の化学組成の構成物質から選択され得る。
【００５７】
　述べられた如く好適実施例において上記構成物質は、最も好適には、架橋された当該ポ
リアクリルアミドがメチレン－ビス－アクリルアミドから調製されたというポリアクリル
アミドおよびその誘導体である。
【００５８】
　本発明の更なる見地は、人間などの哺乳動物の身体の検査または手術治療に使用される
デバイスに関する。
【００５９】
　本発明の更なる見地は、人間などの哺乳動物の身体の検査または手術治療または診断処
理に対する本発明のデバイスの使用法に関する。本発明は、本発明の上記デバイスを使用
する段階を含む、哺乳動物の身体の内部器官を治療または検査する方法に関する。
【００６０】
　典型的な実施例において、本発明の方法は、本発明のデバイスを使用する段階を含む、
泌尿生殖器を治療、検査または診断する方法に関する。本発明の典型的な見地において本
発明は、本発明の上記デバイスを使用する段階を含む、典型的には女性に関して系統的検
査（ｇｅｎｅａｌｏｇｉｃａｌ　ｅｘａｍｉｎａｔｉｏｎ）を実施する方法に関する。
【００６１】
　特に重要な見地において、本発明は、本発明の上記デバイスを使用する段階を含む典型
的には尿失禁または肛門失禁である失禁を治療する方法に関する。
【００６２】
　更なる見地において本発明は、本発明の上記デバイスを使用する段階を含む、哺乳動物
における咬合関節を治療する方法に関する。
【００６３】
　更なる見地において本発明は、本発明の上記デバイスを使用する段階を含む、膀胱尿管
逆流現象を治療する方法に関する。
【００６４】
　更なる見地において本発明は、本発明の上記デバイスを使用する段階を含む、逆流性食
道炎を治療する方法に関する。
【００６５】
　更なる見地において本発明は、本発明の上記デバイスを使用する段階を含む、関節炎を
治療する方法に関する。同様に、更なる見地において本発明は、本発明の上記デバイスを
使用する段階を含む、腱炎を治療する方法に関する。
【００６６】
　好適実施例において本発明のヒドロゲルは、尿失禁および肛門失禁、更に好適には尿失
禁の治療に使用される。
【００６７】
　尿失禁は、ストレス性もしくは反射性の尿失禁または切迫尿失禁であり得る。典型的に
本発明の上記ヒドロゲルは、ストレス性もしくは反射性の尿失禁の治療に適している。
【００６８】
　本発明の更なる見地において、本発明のヒドロゲルは体内プロテーゼ（ｅｎｄｏｐｒｏ
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ｔｈｅｓｉｓ）の調製に使用される。故に本発明の更なる目的は、失禁および膀胱尿管逆
流現象の治療および予防のための体内プロテーゼを調製するために当該ヒドロゲルの総重
量に基づき約０．５～２５重量％のポリアクリルアミドを含む上記のヒドロゲルの使用法
に関する。
【００６９】
　上記体内プロテーゼは、注入可能な懸濁液として適切に調製される。上記懸濁液は均一
な組成のヒドロゲルから成る。典型的には、上記懸濁液により注入器が充填される。
【００７０】
　本発明の更なる見地は、当該ヒドロゲルの総重量に基づき０．５～２５重量％のポリア
クリルアミドを含むヒドロゲルを哺乳動物に対して投与する段階を備える、失禁または膀
胱尿管逆流現象を治療または予防する方法に関する。上述の実施例の内の任意の実施例に
おいて上記ヒドロゲルは、本発明の方法に適している。
【００７１】
　上記ヒドロゲルの投与と同時に、結合組織の薄層が上記体内プロテーゼを囲繞すること
から、該体内プロテーゼは結合組織の安定部分となる。上記ヒドロゲルと結合組織の薄層
との安定性の故に、上記体内プロテーゼは患者から取り外され得る。この利点は少なくと
も部分的に上記ヒドロゲルの安定性に依るが、これはまた少なくとも部分的に洗浄プロセ
スに依るものである。
【００７２】
　上記ヒドロゲルのレオロジー特性は、使用されるモノマの相対量、開始剤の相対量、重
合プロセスの温度および他のパラメータおよび上記洗浄プロセスなどの幾つかの要因によ
り影響される。故に重合プロセスに依れば、一連の粘度を備えたヒドロゲルが提供され得
る。本発明は、典型的には尿道、直腸または結腸（もしくは肛門管）または尿管に対する
体内プロテーゼに関することから、当該管路の要件に対して適合調整され得る。
【００７３】
　本発明の重要な目的は、夫々、尿失禁、肛門失禁および膀胱尿管逆流現象の治療のため
に、尿道；直腸または結腸（もしくは肛門管）；および尿管から成る群から選択された管
路の抵抗力を増大するための人工器官（ｐｒｏｓｔｈｅｔｉｃ　ｄｅｖｉｃｅ）であって
、該人工器官は注入可能であり且つ本明細書中において上述されたヒドロゲルから成ると
いう人工器官を提供するに在る。
【００７４】
　本発明の上記方法は好適には、上記ヒドロゲルを適切な管路に注入することにより該ヒ
ドロゲルを投与する段階を含む。尿失禁の治療において上記ヒドロゲルは典型的に、尿道
内に、詳細には尿道の粘膜下膜（ｓｕｂｍｕｃｏｓａｌ　ｍｅｍｂｒａｎｅ）の下側に注
入される。注入は、尿道の外側表面を介して粘膜下膜に向けられる。
【００７５】
　本発明者等は、尿道に充填することで尿道に適切な抵抗力を提供するためには典型的に
２～５ｍＬの上記ヒドロゲルが適切であることを見出した。典型的には３ｍＬのヒドロゲ
ルが注入されると共に、好適には、尿道の単一の長手位置に沿いひとつ以上の断面位置に
上記ゲルを載置することで２～５ｍＬが分布される。特に適切な実施例においては、尿道
の単一の長手位置に沿い３個以上の載置箇所（ｄｅｐｏｔ）が作成される。本発明者等は
、膀胱の頚部から遠位方向に０．５ｃｍである載置箇所が特に適切であることを見出した
。
【００７６】
　本発明者等は、尿失禁の治療のためには、尿道の断面軸心の１０時、２時および６時の
位置における粘膜下注入が特に適切であることを見出した。
【００７７】
　上記載置箇所は典型的には、注入器により、または、サイトスコープ（ｃｙｔｏｓｃｏ
ｐｅ）もしくはカテーテルを使用して作成される。適切には、２１～２７Ｇのニードルが
注入に対して採用される。
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【００７８】
　肛門失禁の治療に対して上記ヒドロゲルは典型的には、結腸または直腸（肛門管）内へ
、詳細には結腸または直腸の粘膜下膜の下側に注入される。２～６ｍｌの注入が適切であ
る。上記ヒドロゲルは好適には、結腸または直腸の単一の長手位置に沿いひとつ以上の断
面位置に分布される。特に適切な実施例においては、結腸または直腸の単一の長手位置に
沿い、好適には結腸または直腸の断面軸心の１０時、２時および６時の位置にて、３個以
上の載置箇所が作成される。
【００７９】
　膀胱尿管逆流現象の治療に対しては、患者の尿管内へ粘膜下注入が必要とされる。２～
５ｍｌの注入が適切である。上記ヒドロゲルは好適には、尿管の単一の長手位置に沿いひ
とつ以上の断面位置に分布される。特に適切な実施例においては、尿管の単一の長手位置
に沿い、好適には尿管の断面軸心の１０時、２時および６時の位置にて、３個以上の載置
箇所が作成される。
【００８０】
　本発明の代替実施例において、当該方法は幹細胞などの細胞を含む人工器官を使用する
段階を含む。ポリアクリルアミドによれば、細胞成長に対する優れたテンプレートおよび
マトリクスが提供される。上記人工器官の調製に対して本発明の上記ヒドロゲルと組み合
わせて細胞を使用すれば、尿管、尿道または肛門管における周囲組織に対する細胞接合が
許容される。本発明の上記ヒドロゲルと適切な細胞とを備えた方法によれば、更に大きな
抵抗力が許容されると共に、抵抗力を提供する上で更に高い効率が許容される。
【００８１】
　本発明の更なる実施例において、上記人工器官は幹細胞または脂肪細胞などの細胞を備
える。ポリアクリルアミドによれば、細胞成長に対する優れたテンプレートおよびマトリ
クスが提供される。上記人工器官の調製に対して本発明の上記ヒドロゲルと共に細胞を使
用すれば、尿管、尿道または肛門管における周囲組織への細胞接合が許容される。本発明
の上記ヒドロゲルと適切な細胞とを備えた人工器官によれば、更に大きな抵抗力が許容さ
れると共に、抵抗力を提供する上で更に高い効率が許容される。
【００８２】
　次に、本発明の好適実施例は添付図面に関して記述される。
【００８３】
　図１は観察器械２に接続されたシース・デバイス１を示しており、注入ニードル３もま
た導入可能である。上記シース・デバイスは管状部材４および洗流ユニット（ｆｌｕｓｈ
ｉｎｇ　ｕｎｉｔ）５を備え、これらは、該洗流ユニットおよび上記観察器械に対する該
管状部材の回転を許容する様式で相互に対して着脱可能に接続されている。
【００８４】
　図２は、観察器械２に接続されたシース・デバイス１の断面図を示している。上記管状
部材は近位端部６および遠位開放端部７を有し、洗流ユニット５は近位端部６に接続され
ている。上記洗流ユニットは近位開放端部８および遠位端部９を備え（たとえば図７およ
び図８を参照）、近位端部８は上記観察器械を受容し得る。
【００８５】
　管状部材４および洗流ユニット５は協働して、内視鏡器具２の一部を外装するために上
記洗流ユニットの近位開放端部８から上記管状部材の遠位開放端部７まで延在する第１内
部案内通路１０を画成する。
【００８６】
　上記管状部材は更に、上記近位端部の近傍の箇所１２から又は近位端部６から該管状部
材の遠位端部７まで実質的に長手方向に延在する第２案内通路１１であって第２内視鏡器
具３（ニードル）を受容かつ案内するに適した第２案内通路１１を備えている。
【００８７】
　図３は図２の詳細部Ｘを示しており、ニードル３は第２案内通路１１内に位置決めされ
ると共に、上記内視鏡は上記第１案内通路内に位置決めされる。第２案内通路１１は管状
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部材４の近位端部６に近接して取入口１４を備え、該取入口は上記管状部材の外側面に配
置されている。
【００８８】
　取入口１４は、上記治療器具３を上記通路内へと案内するために実質的に円錐形状とさ
れる。上記取入口は、器具３により貫通されるべき貫通可能シール１５を備える。好適に
は該取入口は、ゴム製の円錐形状取入口から成り得る。
【００８９】
　洗流ユニット５は流体取入口１６および流体吐出口１７を備え、該流体取入口は、流体
チャネルとしても使用され得る第１案内通路１０であって図２の如く上記管状部材の遠位
開放端部において流体出口１３を備える第１案内通路１０と連通している。
【００９０】
　図４は、管状部材４の断面である図２の断面Ｃ－Ｃを示している。該管状部材は、その
外側面上に延在する補強リブ１８を備える。第１案内通路１０は、その中心線が上記管状
部材の中心線と一致する如く位置決めされる。第２案内通路１１の取入口１４は、リブ２
０上を摺動される着脱可能ゴム要素１９内に位置される。
【００９１】
　管状部材４の内側部には着脱可能な壁体部材２１が位置されており、該壁体部材は上記
管状部材と同時には成形されずに後時において該管状部材内に挿入される。着脱可能な壁
体部材２１は上記管状部材の側壁２２と協働し、チャネル／通路２３を画成する。
【００９２】
　図５は図２の断面Ｂ－Ｂを示しており、着脱可能な壁体部材２１は流体および／または
器具のためのチャネル２３を画成している。第２案内通路１１が示されている。
【００９３】
　図６は、観察器械２、ニードル３および管状部材４を含む図２の断面Ａを示している。
【００９４】
　図７は流体取入口１６および流体吐出口１７を備えた洗流ユニット５を示しており、該
取入口は流体チャネル２４と連通し且つ該吐出口は流体チャネル２５と連通している。
【００９５】
　図８は、取入口１６、吐出口１７および案内通路１０を含む上記洗流ユニットの断面を
示している。
【００９６】
　図９は、図８の断面に関して直交した上記洗流ユニットの断面図である。
【００９７】
　図１０は、上記シース・デバイスの管状部材４を示している。
【００９８】
　図１１は、管状部材４内に流体チャネルおよび／または案内通路を提供する着脱可能な
壁体部材２１を示しており、上記の図４の説明を参照されたい。
【図面の簡単な説明】
【００９９】
【図１】観察器械に接続されたシース・デバイスを示す図である。
【図２】観察器械に接続されたシース・デバイスの断面図である。
【図３】上記シース・デバイスの近位端部の断面図である。
【図４】上記シース・デバイスの断面図である。
【図５】上記シース・デバイスの断面図である。
【図６】上記シース・デバイスの断面図である。
【図７】本発明に係る洗流ユニットを示す図である。
【図８】上記洗流ユニットの断面図である。
【図９】上記洗流ユニットの断面図である。
【図１０】本発明に係る長寸管状部材を示す図である。
【図１１】流体チャネルおよび案内通路を提供する着脱可能な壁体部材を示す図である。
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摘要(译)

一种适用于内窥镜器械（2）的护套装置（1），包括近端（6），远端开
口端（7）和远端开口端（1）包括细长管状构件（4），其具有沿纵向方
向延伸的至少一个流体通道（23）。洗涤流动单元（5）连接到管状构件
（4）的近端（6），该单元包括适于接收第一内窥镜器械（2）的近端开
口端。与流体通道（23）连通的流体入口（16）和流体排出口（17）。
管状构件和冲洗单元配合以限定第一内引导通道（10），用于包覆第一
内窥镜器械（2）的至少一部分。管状构件（4）和清洗单元（5）之间的
连接允许管状构件（4）相对于清洗单元（5）轴向旋转。 点域1
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